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学生納付特例制度は、学生
の方が申請により保険料の納
付が猶予される制度で、将来
の年金受給権の確保だけでな
く、万一の事故などにより障
害を負ったときの障害基礎年
金の受給資格を得ることがで
きます。

就学にあたり、保険料の納
付が困難な場合は、一定の所
得以下であれば、申請によっ
て保険料の納付が猶予され、
10年以内の後払い(追納)が
できます。
●対象者　大学(大学院)、短

期大学、高等学校、高等専
門学校、専修学校および各
種学校(夜間部、定時制お
よび通信制課程を含む)な
どに在学している20歳以
上の学生などで、本人の所
得が基準以下の方

※各種学校の対象は、学校教
育法で規定されている修業
年限が1年以上の課程
●必要書類　学生証または在

学期間がわかる在学証明書
(原本)、年金手帳もしくは
本人確認ができるもの
●申請方法　必要書類を持参

の上、保健医療課または各
支所市民生活課で申請して
ください。

※申請は毎年必要です。現
在、平成29年度分の申請
を受け付けています。
●所得基準を超えている方の
特例　学生納付特例の所得
基準を超えている方でも、
申請年度の前年の1月1日
以後に、失業や天災などの
理由により、所得に大きな
変動がある場合は、特例と
して認められる場合があり
ます。
●その他　詳細はお問い合わ

せください。
保健医療課　
(0771)68-0011

南丹市内で活動する当事者
団体の充実と発展のため、赤
い羽根共同募金を財源に活動
に必要な資金を助成します。
※「当事者団体」とは、同じ

ハンディキャップのある
方々が、悩みや問題を共有
し、問題の解決を図ること
を目的に組織されたグルー
プをいいます。ただし、指
定助成団体(各町介護者の
会、南丹市身体障害者福祉
会、精神保健福祉推進家族
会、難聴者の会)は除きま
す。
●対象団体　市内で活動する

当事者団体
●対象経費　4月1日〜平成

30年３月31日の間に、活
動資金として要する費用の
うち、①謝金、②旅費交通
費、③消耗品費、④研修
費、⑤印刷製本費、⑥通信
運搬費、⑦賃借料、⑧備品
購入費および⑨その他必要
と認める経費
●助成金額

●申請期間　4月17日(月)〜
5月15日(月)
●申請方法　申請窓口に備え

付けの申請用紙に必要事項
を記入し、必要書類を添付
の上、南丹市共同募金委員
会事務局または市役所各支
所、社会福祉協議会各事務
所の窓口に提出してくださ
い。
●決定方法　審査委員会にお

いて、書類審査およびヒア
リングを行い決定します。
●実施報告　活動終了後に、

報告書および決算書を提出
してください。

南丹市共同募金委員会事務
　局
・南丹市社会福祉協議会地域
　福祉課
　 (0771)72-3220
・社会福祉課
　 (0771)68-0007

京阪京都交通株式会社にお
いて、4月1日から交通系IC
カード「ICOCA(イコカ)」
を使った「ポイントサービ
ス」が開始されました。

事 前 に 会 員 登 録 し た
ICOCAで京阪京都交通バ
スを利用すると、利用額の
10％がポイントになり、運
賃以上のポイントが貯まると
自動的にポイント精算を行い
ます。利用いただくには「会
員登録」が必要です。

また、京阪グループ共通バ
スカードは、9月30日(土)で
発売を終了し、平成30年2月
1日(木)から利用できなくな
ります。
●会員登録方法　インター

ネット(京阪京都交通ホー
ムページ)または京阪京都
交通案内所、営業所窓口で
手続きしてください。

※詳細は、京阪京都交通バス
車内、案内所、営業所およ
び南丹市役所などに設置し
ているパンフレットや、京
阪京都交通株式会社ホーム
ページをご覧ください。
京阪京都交通株式会社亀岡

　営業所
(0771)23-8000
http://www.keihankyot

　okotsu.jp/

国民年金保険料学生納付
特例の申請について

当事者団体活動に助成金
を交付します

京阪京都交通「ポイント
サービス」の開始について

構成人数 助成額(上限)
3〜19人 2万円
20〜49人 5万円
50〜99人 10万円
100〜499人 20万円
500人以上 30万円


